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          加除（さしかえ）表      追録第２５号 

手順 

種別 
ぬきとるページ 枚数 

追録から加える 

ペ ー ジ 
枚数 加えるところ 

第２部 P23 から P24 まで １ P23 から P24 まで １ 中表紙の次 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

これで加除（さしかえ）が終わりましたので，「追録加除整理一覧表」に追録号数 
等を記入してください。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．開発行為等（宅地造成）に伴う給水装置工事の取扱い 

 

(1) 目的 

   函館市上水道の給水区域内における開発行為等（以下「宅地造成」という。） 

  に伴う給水装置工事は，この取扱いにより計画し，施工の適性を図ることを目的 

とする。 
 

 (2) 給水管等の寄付について 
 
  ① 宅地造成地内の道路に布設される給水管（各戸引込み管を除く。）等は，企 

業局への寄付について協議すること。 
 
  ② 協議が整ったときは，給水装置工事の申込時に，水道施設寄付申込書を提出 

   すること。 
 
  ③ 寄付採納の基準は，別に定める「水道施設の寄付採納要綱」による。 
 

 (3) 各戸引込み管の所有権について 

   各戸引込み管の所有権は，原則として宅地購入者に帰属するよう協議するもの 

  とし，布設する場合は，事前協議の際にその所有について明示した文書を提出す 

  ること。 
 

 (4) 設計要領 
 

① 宅地造成地内の道路幅員が広くなる場合は，原則として，道路の両側に給水 

   管を布設する。 

② 消火栓等の消防水利を設置する場合は，市消防本部と打合せした位置とする。

この場合，将来建物が建築されたとき，玄関，車庫等の出入口とならないよう 

決定する。 
 

③  計画給水量 

 宅地造成地内における計画給水量の算定は，次のとおりとする。 

ア 平常時の計画給水量は，１戸当り１８ℓ ／分とし，同時使用戸数率を考慮 

する方法と戸数または居住人数から求める方法がある。 

(ｱ) 同時使用戸数率から計画給水量を求める場合 

Ｑ＝１８ℓ ／分×戸数×同時使用率    Ｑ：計画給水量（ℓ ／分） 

(ｲ) 戸数から計画給水量を求める場合 

   １０戸未満       Ｑ＝４２Ｎ0.33   Ｑ：計画給水量（ℓ ／分） 

      １０戸以上６００戸未満 Ｑ＝１９Ｎ0.67   Ｎ：戸数 

(ｳ) 居住人数から計画給水量を求める場合 

   １～ ３０（人）    Ｑ＝２６Ｐ0.36   Ｑ：計画給水量（ℓ ／分） 

     ３１～２００（人）    Ｑ＝１３Ｐ0.56  Ｐ：人数（人） 

イ 消火栓を設置する場合の火災時の計画給水量は，計画１日最大給水量の１ 

分当たりの水量に消火用水量を加算すること。 
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(ｱ) 計画１日最大給水量は，計画区域内居住数に計画１人１日最大給水量 

を乗じて求めること。 

(ｲ) 計画区域内居住数は，１戸（１宅地）４人とすること。 

(ｳ) 計画１人１日最大給水量は，５００ℓ ／日とすること。 

(ｴ) 消火用水量は，消火栓１栓の放水量を１㎥／分とし，同時に開放する 

消火栓は１栓を標準とする。ただし，市消防本部より指示を受けた場合は，

その栓数とすること。 
 

④ 管種 

   ア 口径７５mm以上の管は，ダクタイル鋳鉄管とすること。 

   イ 口径５０mm以下の管は，ポリエチレン管とすること。 
 
  ⑤ 口径 

   ア 宅地内に引き込む管は，各戸の給水量が十分確保できること。 

   イ 消火栓を設置する場合，消火栓までは，口径１００mm以上とすること。 
 

⑥ 平常時の損失水頭は，建築物の屋内配管の損失を考慮し，総損失水頭に地盤 

差を考慮した水頭（必要水頭）が５ｍ以下となるよう設計すること。ただし， 

地形状況等により管理者が必要と認める場合は，管理者の指示した水頭とする 

ことができる。また，火災時の設計水圧は，事前に管理者に確認すること。 
 

⑦ 中間バルブ等の設置 

   ア 道路上および宅地内に設置する中間バルブは，維持管理に支障のない位置 

に設置すること。 

   イ 給水管末端に設置する排水バルブは，必要と認めた場合に設置するものと 

し，管内水を速やかに排水できる位置とすること。 
  
  (5) 宅地造成の給水装置に係る事前協議申出書等 
 
  ① 開発行為等に伴う給水装置工事の事前協議申出書 

    宅地造成を計画した場合は，第１号様式により事前協議するものとする。 

    事前協議が完了した場合は，協議成立内容について，第２号様式により通知 

する。 
 
  ② 各戸引込み管を布設する場合の届出文書は，第３号様式により届出すること。 
 

③ 添付する計画平面図に，給水管経路各所の地盤高を記載すること。 
 
 (6) その他 
 

①  申込者が宅地造成地内の道路に布設される給水管（各戸引込管を除く）等を

寄付しない場合は，第４号様式により届出すること。 
 

②  開発規模により許可不要となる開発行為においても，この取扱いに準じて打 

合せを行うものとする。 
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